
一

第
三

十

二
号
議
案
　
特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
三
十
二
号
議
案

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
三
年
二
月
十
七
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
の
表
十
七
の
三
の
項
ル
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ヲ
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三

十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
ワ
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
項
カ
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ヨ
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一

条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
二
十
四
の
二
の
項
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
同
項
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

　
　
イ
　
法
第
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
解
体
等
工
事
に
係
る
調
査
の
結
果
の
報
告
の
受
理

　
第
二
条
の
表
二
十
四
の
二
の
項
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
ヘ
　
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
状
況
等
に
関
す
る
資
料
の
送
付
そ
の
他
の
協
力
の
要
求

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
十
七
の
三
の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
提
案
理
由
）

3 . 第 1 回 定 例 会



二

　
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


